
 

 

 

 

 

第二期取手市成年後見制度利用促進基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月 

取手市 

 

 

 

 

 

 



2 

はじめに 

 

取手市では、市の最上位計画である第六次取手市総合計画　 

とりで未来創造プラン２０２０において、「ぬくもりとやすらぎ

に満ち、共に活力を育むまち　とりで」の将来都市像に向け、　

成年後見制度利用促進事業を重点事業として取り組んでおりま

す。令和元年度には、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組を行う

なか、権利擁護支援の一層の充実を図るため「取手市成年後見　

制度利用促進基本計画」を策定しました。同基本計画に基づく　

中核機関の設置、地域連携ネットワークの構築により、本市では

成年後見制度の利用者も増加しており、必要な人に必要な支援

が行き届くよう邁進してまいりました。 

そして、令和５年３月現在、取手市の後期高齢者数は２万人を超え、全人口１０万６千人の

約１９．２％を占めております。認知症高齢者の増加や、障害のあるかたを支えるご家族の　

高齢化など、成年後見制度の利用が必要となる人は年々増加することが見込まれています。 

今回新たに改定した「第二期取手市成年後見制度利用促進基本計画」は、国の第二期成年　

後見制度利用促進基本計画の基本目標等を踏まえ、地域共生社会の実現に向け、支援の必要が

ある制度利用者が，尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにする　

ことを基本理念としています。「支える側」と「支えられる側」が従来の関係を超えたチーム

となり、本人の意思決定支援を支える地域連携ネットワークの充実に向け取り組みますので、

より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、幅広い見地から熱心なご審議をいただきました　　

取手市成年後見制度利用促進審議会の委員の皆さま及び関係各位の皆さまに心から感謝を　

申し上げます。 

 

令和５年４月 

 

取手市長　　 
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第１章　第二期取手市成年後見制度利用促進基本計画の位置づけ 
１　基本計画策定の背景 
（１）成年後見制度利用促進法の施行と国の第二期基本計画の策定 
平成 28（2016）年 5月 13 日に施行された「成年後見制度の利用の促進に関

する法律」は、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国

及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに基本方針その他の基本となる

事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進することを目的としています。 

国は令和 4年 3月に第二期成年後見制度利用促進基本計画（以下「国の基本

計画」という。）を策定しました。 

このことから、本市においても、国の基本計画を勘案した「第二期取手市成

年後見制度利用促進基本計画」（以下「市の基本計画」という。）を策定し、令

和元年度に策定した市の基本計画をベースに本市の成年後見制度の利用促進

に向けた具体的な施策等を着実に推進していくこととしました。 

 

（２）認知症施策推進大綱の策定 
認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」

を目指し、認知症バリアフリーの取り組みを進めていくとともに、共生の基盤

の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を進めるため、令和元年に「認知症

施策推進大綱」が取りまとめられました。認知症バリアフリーの推進において

は、「成年後見制度の利用促進」が位置付けられています。 

 

　※「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、

また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きるという意味 

　※「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるの

を遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味 

　※大綱の５つの柱 

①普及啓発・本人発信支援 

②予防 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

⑤研究開発・産業促進・国際展開 
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２　基本計画の期間 
今回策定する市の基本計画は、成年後見制度の利用促進に関連する市の他の

計画（第 9期介護保険事業計画、第 7期障害福祉計画）の次期計画期間を勘案

して令和 5年度から令和 8年度までの 4年間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （年度) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

 
取手市成年後見制度利用

促進基本計画

 
第 1期

第 2期 

（4年間）

第 3期 

（未定）

 
 【国】 

成年後見制度利用促進 

基本計画

 
第 1期

現行計画期間 

（5年間）

次期計画期間 

（未定）

 
 

取手市総合計画 

（基本計画）

 第 6次 

（とりで未来創造プラン 2020）
次期計画期間

 
 

取手市地域福祉計画
 

第 3期 次期計画期間

 
 

取手市介護保険事業計画
 

第 7期 第 8期 第 9期 第 10 基

 
 

取手市障害者福祉計画
 

現行計画期間 次期計画期間

 
 

取手市障害福祉計画 

（障害児福祉計画）

 
第 5期 第 6期 第 7期 第 8期
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３　計画策定のための取組み状況 

令和 4年度に成年後見制度利用促進審議会を開催し、医療・福祉関係者・司

法関係者等より市の基本計画に関する議論を行いました。 

また、令和 5年 1月から 2月には意見公募手続（パブリックコメント）を実

施しました。 

 

４　計画の評価・進行管理 
　　取手市成年後見制度利用促進審議会において、評価指標や評価方法を具体

的に定め、市の基本計画の進捗状況や実施状況等を確認し、評価を行うことに

より、必要に応じた見直し等を行います。 
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第２章　成年後見制度を必要とする人を取り巻く状況 
１　高齢者の現状 

　取手市の高齢者人口は令和４年を境に減少傾向にありますが、高齢化率は上

昇し、令和 7年には 35％になると予想されています。 

　また、認知症に関する相談件数の増加や厚生労働省の将来推計からも、今後認

知症の人が増加していく傾向にあり、認知症の人やその家族を支える体制づく

りの推進や支援の充実が求められています。 

 

取手市　総人口・高齢者人口の推移・推計　（単位：人、％） 

（令和４年までは各年４月１日現在の年齢別人口より） 

 
年

取手市 
総人口

65 歳以上
人口

65 歳以上 
75 歳未満 

（前期高齢者）

人口

75 歳以上 
（後期高齢者）

人口
 総人口に対 

する 65 歳 
以上の割合

高齢者のうち 
前期高齢者の

割合

高齢者のうち 
後期高齢者の

割合

 
H25(2013) 109,955 30,473 27.7 18,715 61.4 11,758 38.6

 
H26(2014) 109,392 31,818 29.1 19,456 61.1 12,362 38.9

 
H27(2015) 109,184 33,106 30.3 19,687 59.5 13,419 40.5

 
H28(2016) 108,781 34,266 31.5 20,215 59.0 14,051 41.0

 
H29(2017) 108,278 35,026 32.3 19,815 56.6 15,211 43.4

 
H30(2018) 107,704 35,658 33.1 19,388 54.4 16,270 45.6

 
R1(2019) 107,204 36,179 33.7 18,762 51.9 17,417 48.1

 
R2(2020) 107,204 36,565 34.2 18,287 50.0 18,278 50.0

 
R3(2021) 106,293 36,710 34.5 18,025 49.1 18,685 50.9

 
R4(2022) 106,143 36,924 34.8 17,347 47.0 19,577 53.0

 
R7(2025) 98,932 34,644 35.0 12,866 37.1 21,778 62.8

 
R12(2030) 93,372 33,242 35.6 10,988 33.0 22,254 66.9

 
R17(2035) 87,188 32,084 36.8 11,788 36.7 20,296 63.2
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取手市　高齢者全体に占める前期高齢者・後期高齢者　割合の推移・推計 
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２　障がい者の現状 
　発達障がいをはじめとする概念の広がりや、本人・保護者の障がい受容が進ん

だことなどにより、手帳所持者の数は増加傾向にあります。 

　手帳所持者の中でも障がい特性や症状が異なるため、一概には言えませんが

より重度の人の方が制度利用の可能性が高いと考えられます。 

　障がいのある人が、地域で安心して生活できるように、権利擁護の体制の充実

に取り組む必要があります。 

 

市内の療育手帳所持者数の推移（年齢別） 
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市内の療育手帳所持者数の推移（程度別） 

 

 

 

市内の精神障害者保健福祉手帳所持者の推移（等級別） 

 

 

130 135 139 149 149 153 

180 182 190 183 188 191 

175 171 177 184 199 208 

214 236 241 260 265 279 
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○A A B C 合計
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521 537 
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221 

264 
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985 
1,035 
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

１級 ２級 ３級 合計

（人）

（人）
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第３章　計画の基本理念・施策概要 
１　基本理念 

この基本計画において、権利を擁護するために支援が必要な人に対して、

その意思決定を支援することで、本人の自発的意思が尊重され、本人の権利

が担保される地域づくりを目指して、本市の成年後見制度の利用促進を総合

的かつ計画的に推進していくための基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　施策概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

地域共生社会の実現に向け、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域

社会に参加できる地域づくり

施策１ 

成年後見制度の普及・啓発

施策２ 

成年後見制度利用支援事業の充実

施策３ 

中核機関の設置運営及び具体的業務

施策４ 

地域連携ネットワークづくり

施策５ 

施策１から４における評価指標及び評価方法
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施　策　体　系　図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施　策 事　　業

施策１ 

成年後見制度の普及・啓発

施策２ 

成年後見制度利用支援事

業の充実

施策３ 

中核機関の設置運営 

及び具体的業務

施策４ 

地域連携ネットワーク 

づくり

１　成年後見制度の普及・啓発

１　成年後見制度利用支援事業 

（１）市長による審判の請求 

（２）審判の請求に伴う費用の助成及び後見人等の報酬の

助成

１　中核機関の設置と運営 

（１）中核機関の設置 

（２）中核機関の運営 

２　中核機関が担う具体的業務 

（１）中核機関が担うべき具体的機能 

（２）中核機関の業務内容

１　地域連携ネットワークの３つの役割 

（１）権利擁護支援が必要な人の発見・支援 

（２）早期の段階からの相談・対応体制の整備 

（３）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の

運用に資する支援体制の構築 

２　地域連携ネットワークの基本的仕組み 

（１）本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

（２）協議会等によるネットワークの運営

施策５ 

施策１から４における評

価指標及び評価方法

１　評価指標 

（１）施策１から４における具体的な評価指標 

２　評価方法 

（１）施策１から４における具体的な評価方法
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第４章　施策における具体的取組み 
 

施策１　成年後見制度の普及・啓発 
 

認知症などにより判断能力が衰えた方や将来の判断能力の低下に不安を

抱く方のために、財産管理や身上保護に関する法律行為をサポートする成年

後見制度について広く周知を行います。 

成年後見制度による支援が必要な市民が利用できるように普及・啓発に取

り組みます。 

 

１　成年後見制度の普及・啓発 
市民に対する成年後見制度の広報・啓発について、専門職による専門的助

言等の支援の確保や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコー

ディネートを担う中核的な機関（以下「中核機関」という。）は研修会やセ

ミナーの開催、ホームページなどを活用するとともに、相談窓口の設置運営

などの取組みを通じて成年後見制度の定着を図ります。 

特に、本人の意思の反映・尊重の観点から、任意後見制度についても市民

に対して周知を行っていきます。 

 

（参考）市内における成年後見制度利用者数　　※令和 4年 10 月 1 日現在 

 

 

（参考）県内における成年後見制度利用者数　　※令和 4年 10 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 後見 保佐 補助 任意後見 合計

 121 人 30 人 8 人 1人 160 人

 後見 保佐 補助 任意後見 合計

 2,868 人 453 人 105 人 19 人 3,445 人
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施策２　成年後見制度利用支援事業の充実 
 

１　成年後見制度の利用支援事業 
親族等による後見開始の審判の請求が期待できない高齢者については、市長

が審判の申立てを行います。 

また、申立経費や後見人等の報酬を負担することが困難な高齢者については、

申立費用や後見人等報酬の助成を行います。 

 

（１）市長による審判の申立 
親族等による後見開始の審判の申立が期待できない高齢者や障がい者

については、老人福祉法などにより市長が申立てを行うことができるため、

市は「取手市成年後見制度利用支援事業実施要綱」により、市長が申立て

を行う場合の手続き等を定めるとともに、審判の請求に伴う費用の負担に

関し必要な事項を定め、成年後見制度の利用支援に取り組んでいます。 

 

成年後見制度利用支援事業（市長申立件数）の年度毎実績及び見込値 

 

 

（２）成年後見制度に係る審判の請求に伴う費用の助成及び後見人等の報酬

の助成 
本市に居所する者、本市が介護保険の保険者である者（住所地特例）や

障害者総合支援法や生活保護法の規定による居住地特例対象者などに対

して、成年後見制度にかかる審判に請求に伴う費用や、後見人等の報酬に

ついて助成します。「取手市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を定め、

成年後見制度の利用に伴う費用等の助成を行うことで制度の円滑な利用

を図っています。 

特に、後見人等の報酬の助成について、司法・福祉専門職後見人の場合

には、積極的に助成を行うこととしているため、さらに利用者の増加が見

込まれます。 

なお、任意後見監督人を含む後見監督人等に対しても報酬を助成できる

 平成 30

（2018） 

実績

令和 1

（2019） 

実績

令和 2

（2020） 

実績

令和 3

（2021） 

実績

令和 4 

2022 

見込値

令和 5 

2023 

見込値

令和 6 

2024 

見込値

令和 7 

2025 

見込値

 高齢者 32 件 25 件 28 件 33 件 40 件 40 件 40 件 40 件

 障がい者 2件 3件 2件 0件 2件 2 件 2件 2 件

 合計 34 件 28 件 30 件 33 件 42 件 42 件 42 件 42 件
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よう「取手市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を改正し、必要に応じ

た報酬の付与を行うこととします。 

 

成年後見制度利用支援事業（報酬助成）の年度毎実績及び見込値 

 

 

 

 令和 1 

（2019） 

実績

令和 2 

（2020） 

実績

令和 3 

（2021） 

実績

令和 4 

（2022） 

見込値

令和 5 

（2023） 

見込値

令和 6 

（2024） 

見込値

令和 7 

（2025） 

見込値

令和 8 

（2026） 

見込値

 高齢者 11 件 25 件 33 件 30 件 32 件 34 件 36 件 36 件

 障がい者 2件 2件 2件 2件 2件 2件 2件 2 件

 合計 13 件 27 件 35 件 32 件 34 件 36 件 38 件 38 件
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施策３　中核機関の設置運営及び具体的業務 
 

１　中核機関の設置と運営 
（１）中核機関の設置 

本市における権利擁護の支援や成年後見制度の利用促進をさらに推進

するためには、全体構想設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネー

ト等を行う司令塔機能を持った機関の設置が必要です。 

これらを踏まえて、本市は令和 2年 4月に市内全体を１つの区域とする

成年後見制度の中核機関を設置しました。 

 

（２）中核機関の運営 
中核機関の運営は、市（高齢福祉課・障害福祉課）が社会福祉協議会（成

年後見サポートセンター）に一部業務委託を行い協働して行います。 

これに合わせて市は、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、精神

保健福祉士などの専門職に対し、地域連携ネットワークの中心的な担い手

として、中核機関の円滑な業務運営に積極的な協力を依頼します。 

 

２　中核機関が担う機能と業務 
（１）中核機関が担う具体的機能 

中核機関には、地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化

に向けて、①全体構想設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネート

等を行う「司令塔機能」、②地域における協議会を運営する「事務局機能」、

③地域において、権利擁護の支援の方針についての検討・専門的判断、本

人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門職による専門的助

言の支援の確保を中核機関が担保する「進行管理機能」、以上３つの機能

を果たします。 

成年後見制度の利用により権利擁護支援が確実に実施されるためには、

①司法・福祉の観点、②申立人は誰か、③どの職種を後見人候補者にする

か、について必要に応じて確認する必要があります。 

そのため、中核機関が担うべき機能を果たすため、引き続き次の体制で

行います。 
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①成年後見制度等利用促進連携協議会（概ね年４回開催予定） 

事務局：中核機関（市高齢福祉課・障害福祉課） 

【成年後見制度等利用促進連携協議会で議論する内容】 

ア　地域課題の検討・調整・解決 

イ　不正防止のあり方の検討 

ウ　各チームの取組状況の報告・紹介 

エ　意思決定が困難な人への支援等の検討 

オ　消費者被害の防止のための情報共有 

【成年後見制度等利用促進連携協議会を構成するメンバー】 

・中核機関（市、成年後見サポートセンター） 

・消費生活センター 

・地域包括支援センター 

・介護支援専門員 

・医療機関相談員 

・弁護士 

・司法書士 

・行政書士 

・社会福祉士 

・精神保健福祉士 

・相談支援事業所 

・介護老人福祉施設 

・グループホーム 

・住宅型有料老人ホーム 

・NPO 法人とりで市民後見の会 

・金融機関 

・取手警察署 

・水戸家庭裁判所龍ケ崎支部（オブザーバー） 

 

②事務局会議（概ね月 1回開催予定） 

事務局：中核機関（市高齢福祉課・障害福祉課） 

【事務局会議で議論する内容】 

ア　意見交換 

イ　協議会の運用 

【事務局会議のメンバー】 

市（高齢福祉課・障害福祉課）、成年後見サポートセンター 
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（２）中核機関の業務内容 
①　広報業務 

ア　成年後見制度にかかる講演会、研修会などの開催 

イ　パンフレットの作成配布 

 

②　相談業務 

ア　申立に関する相談支援 

イ　専門職が行う専門相談 

ウ　任意後見契約の相談支援（公証役場との連携） 

 

③　成年後見制度利用促進業務 

ア　受任者調整（マッチング）等の支援 

・親族後見人候補者の支援 

・法人後見候補者等の支援 

・受任者調整（マッチング） 

イ　家庭裁判所との連携 

　　　　本業務においては、本人の意向の確認とともに、具体的にどのような生

活の場面で困難さを抱えているのか、どこまで本人が出来ているのか等

を、行政・司法・福祉等の専門職や本人の従前からの支援者等が参画して

協議し、支援方針を明確にする必要があります。 

具体的には、地域包括支援センターが主催する「地域ケア個別会議」な

どの困難事例の課題解決を目的とする会議により、適切な後見候補者をあ

る程度検討し、後見人候補者を決定します。 

 

④　担い手の育成・法人後見活動の促進 

ア　市民後見人の養成及び育成支援（フォローアップ研修含む） 

イ　ＮＰＯ法人とりで市民後見の会の活動支援 

ウ　成年後見サポートセンターの機能強化 

特にアについては、市民の力を活かした「市民後見人」の活用が期待さ

れているためＮＰＯ法人とりで市民後見の会が市民後見人の養成講座を

主催し、中核機関が協力することで市民後見人を継続的に養成し、育成す

る取組を継続的に行います。 

また、市民後見人として活動を希望する者については NPO 法人とりで市

民後見の会の会員として活動を行い、中核機関の支援を受けながら活動が

できるようにフォローアップ研修もあわせて実施し、会員の資質の向上を

図ります。 
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成年後見サポートセンターにおける新規受任件数の実績値・目標値 

 

⑤　日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行 

ア　日常生活自立支援事業利用者のアセスメントの実施 

イ　成年後見制度への移行支援 

 

⑥　後見人支援業務・不正防止効果 

ア　成年後見制度等利用促進連携協議会の開催 

イ　後見人支援に関して、必要に応じて関係機関への連絡・報告 

 

施策４　地域連携ネットワークづくり 
 

本計画の基本理念を実現するためには、中核機関を核として、本人の親族や司

法・医療・福祉などの専門職団体、地域の関係機関などが連携するネットワーク

により、本人及び後見人等を支援する体制を構築することが必要です。 

 

１　地域連携ネットワークの３つの役割 
（１）権利擁護支援が必要な人の発見・支援 

行政のほか地域包括支援センターや成年後見サポートセンターが相談

支援を行い、身近な地域の成年後見制度の「相談機関」として活動してい

ます。 

地域連携ネットワークには、相談機関相互の情報交換や連携、支援困難

な事例への対応など、権利擁護の支援が必要な人を発見し、成年後見制度

の利用に結びつけていく役割があります。 

 

（２）早期の段階からの相談・対応体制の整備 
後見ニーズに関して早期の段階から相談を受けることで、親族からの申

立に関する相談支援、後見候補者の相談など行うことが可能となります。 

地域連携ネットワークには、早期段階からの相談に対して、個々の事情

に応じて最も適切な権利擁護ができるよう、関係機関が連携する体制を編

成し、成年後見制度を利用する本人の意思決定に基づいた申立と支援がで

 令和 3

（2021） 

実績値

令和 4

（2022） 

目標値

令和 5

（2023） 

目標値

令和 6

（2024） 

目標値

令和 7

（2025） 

目標値

令和 8

（2026） 

目標値

 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 3件
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きるようにする役割があります。 

 

（３）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援

体制の構築 
権利擁護支援が必要な人について、本人に身近な親族や司法・医療・福

祉・地域の関係者のほか、後見人が加わり、「チーム」としてかかわる体制

づくりを進めます。 

地域連携ネットワークには、本人の権利擁護に最も適切なチームを編成

し運用する役割があります。後見人を含む「チーム」が意思決定支援を行

う際には、厚生労働省が発出している各種意思決定支援のガイドラインを

踏まえるよう、十分配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利擁護支援における相談体制（イメージ図）

支援対象者
（判断能力低下）
家族等

発見

地域包括支援センターまたは
社会福祉協議会（中核機関）医療・介護関係者

相談

相
談

司法・福祉専門職
※主に弁護士

参
加

地域ケア個別会議
（個別課題の解決）

取手市役所
（中核機関）

開
催

参
加申立

家庭裁判所

相
談

市または
地域包括支援センター主催

①②広報・相談機能

相互相談

③利用促進機能（受任調整）

④後見人支援機能

必要に応じて参加

8

申立権者や後見人
候補者も検討する

①②広報・相談機能
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本人情報シート 

～本人にまつわる情報を本人のために伝えていく～ 

 

本人情報シートは、日頃から本人を支えている福祉の支援者が、本人の日常生

活・社会生活の状況に関する情報を記載して医師に伝えるための書式です。 

ケアマネジャーや相談支援専門員、施設・病院の相談員、地域包括支援センター

職員、成年後見サポートセンター職員、市の職員などが既存のチームで得ている

情報を整理し、本人情報シートを通じて医師や家庭裁判所に伝えることで、診断

や審判が適切に行われることにつながります。 

シートにより、本人の状況・状態の変化に応じた適切な支援の実現が図られるた

め、取手市では主に福祉支援者に対して、作成の協力を仰いでいます。 

また、医療機関の相談員に周知することで、本人情報シートの普及促進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人情報シート様式 
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２　地域連携ネットワークの基本的仕組み 
（１）本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

地域連携ネットワークのもとで権利擁護を必要としている人を支える

のは、親族・司法・医療・福祉・地域の関係者や後見人等で編成された「チ

ーム」です。 

「チーム」は、本人の課題やニーズを把握し、法的な権限を持つ後見人

等とチーム員である関係者が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思

や状況をできる限り継続的に把握し、対応することになります。 

主に在宅等で生活している方については、地域包括支援センターが主催

する「地域ケア個別会議」などの困難事例の課題解決を目的とする会議の

メンバーを「チーム」として位置づけ、権利擁護支援を行います。 

なお、医療機関長期入院中や介護老人福祉施設等へ入所中の方について

は、医療機関の相談員や介護老人福祉施設等の相談員が中心となって「チ

ーム」を構成し、権利擁護支援を行います。 

具体的には、本人の生活状況に応じて以下のとおり「チーム」を構成し

ます。 

 

 

 

 

 

 
生活拠点

高齢者の場合 

（主催者）

障がい者の場合 

（主催者）

 
在宅 

（自宅）
地域包括支援センター

障害福祉課 

または 

相談支援専門員

 
居宅 

（住宅型有料老人

ホーム）

地域包括支援センター 

または 

介護支援専門員

 介護保険 3施設 

グループホーム 

障がい者施設

施設相談員 施設相談員

 医療機関 

（療養型）
医療機関相談員 医療機関相談員
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（２）成年後見制度等利用促進連携協議会によるネットワークの運営 
地域連携ネットワークは、構成メンバーとなる相談機関、司法・医療・

福祉の専門職団体、地域の関係団体などの緊密な連携とネットワークの円

滑な運営が必要になります。 

このため、専門職団体、関係機関等で構成する「成年後見制度等利用促

進連携協議会」（以下、「連携協議会」という。）を設置し、多職種間の更な

る連携強化策など、権利擁護に関する課題の検討、調整、解決などを行い

ます。 

平成 26 年 6 月の消費者安全法の改正により、高齢者、障がい者、認知

症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方

公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保

地域協議会」（以下、「地域協議会」という。）を設置できることが規定され

ました。 

そのため、本市では効果的かつ効率的に取組みを進めるため「連携協議

会」と「地域協議会」を併せて組織化することで、消費者被害の防止の視

点も含めた権利擁護支援や成年後見制度の利用促進の強化に向けた全体

構想とその実現への進行管理・コーディネート等を行う司令塔機能を担い

ます。 

なお、「地域協議会」に関する関係機関との連絡・調整の事務は、取手市

消費生活センターが担うこととします。 

 

（参考） 

○　地域協議会の効果 

 

 

 

 

 

 

 問題点 個人情報の扱いの観点から、本人同意がな

い場合は目的外利用及び第三者提供ができ

ないため、必要な相談が消費生活センター

につながらず被害拡大

 可能になること １．地域での被害情報の共有 

２．個人情報の提供 

（個人情報保護法の例外規定）
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※消費者安全法 

第三節　地方公共団体の長に対する情報の提供 

第十一条の二　内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方

公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度に

おいて、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入

者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共団体の住

民に関するものを提供することができる。 

２　地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、他の地方公

共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度にお

いて、当該他の地方公共団体の長に対し、消費生活相談の事務の実施によ

り得られた情報で、当該他の地方公共団体の住民に関するものを提供する

ことができる。 

３　国民生活センターの長は、内閣府令で定めるところにより、地方公

共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度にお

いて、当該地方公共団体の長に対し、事業者と消費者との間に生じた苦情

の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談の業務の実施により得られた

情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。 

（消費者安全確保地域協議会） 

第十一条の三　国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁

護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの(以下この条において

「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の

確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成され

る消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することが

できる。 

２　前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認め

るときは、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体又は

消費生活協力員その他の関係者を構成員として加えることができる。 
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中核機関の運営主体及び機能について 

※①広報業務と②相談業務については、地域包括支援センターやＮＰＯ法人とり

で市民後見の会においても対応する 

 

 

 

 地域連携ネットワークの３つの

役割等
中核機関の機能 主となる事務局

 権利擁護支援の必要な人の発

見・支援

①広報業務 中核機関 

（市高齢福祉課・ 

障害福祉課・成年後

見サポートセンタ

ー）

 早期の段階からの相談・対応体制

の整備

②相談業務

 意思決定支援、身上保護を重視し

た成年後見制度の運用に資する

支援体制の構築

④担い手の育成・法人

後見活動の促進
NPO 法人とりで市民

後見の会

 ⑤日常生活自立支援事

業等関連制度からのス

ムーズな移行

中核機関 

（成年後見サポー

トセンター）

 ③成年後見制度利用促

進業務

中核機関 

（市高齢福祉課・ 

障害福祉課） 

※司令塔機能 

※事務局機能 

※進行管理機能

 ⑥後見人支援業務・不

正防止効果

 高齢者等の消費者被害防止 ①地域での被害情報の

共有

取 手 市消費 生 活　

センター
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取手市における成年後見制度利用促進ネットワーク図

成年後見制度利用促進審議会

地域連携ネットワーク

中核機関（行政・社協一部委託）

取手警察署

金融機関

地域包括支援センター

NPO法人とりで市民後見の会

社会福祉士・精神保健福祉士

医療機関相談員

水戸家庭裁判所
※オブザーバー

行政書士

弁護士・司法書士

障害相談支援事業所

消費者安全確保地域協議会
（事務局：消費生活センター）

介護支援専門員

介護老人福祉施設等
事務局機能

進行管理機能

司令塔機能

成年後見制度利用促進審議会条例

消費者庁

県・厚労省等

多職種連携強化

基本計画の策定・評価

困難事案検討

意見交換

成年後見制度利用促進連携協議会
（事務局：市高齢福祉課・障害福祉課）

8
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施策５　施策１から４における評価指標及び評価方法 
 

 

１　評価指標 
（１）施策１から４における具体的な評価指標 

 

 

２　評価方法 
（１）施策１から４における具体的な評価方法 

　　　　評価方法については、上記１の評価指標に基づき、取手市成年後見制度

利用促進審議会において、進捗状況や実施状況等を確認評価することに

より、必要に応じて計画の見直し等を行います。 

 

 
No 大項目 小項目

 
施策１

成年後見制度の普

及・啓発

市民向け講演会及び専門職向け研修会の　

開催回数

 

施策２
成年後見制度利用

支援事業の充実

市長による審判の申立件数

 
後見人等（監督人含む）報酬助成件数

 

施策３

中核機関の設置運

営及び具体的業務 

（担い手の育成・

法人後見活動の促

進）

市民後見人養成講座及びフォローアップ　

研修の開催回数

 
成年後見サポートセンター受任件数

 

施策４

中核機関の運営及

び地域連携ネット

ワークづくり

成年後見制度等利用促進連携協議会の開催

回数

 
受任者調整（マッチング）件数

 
本人を後見人とともに支える「チーム」に　

よる会議の開催回数
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＜参考資料＞ 
○取手市成年後見制度利用促進審議会条例 

平成 30 年 12 月 19 日 

条例第 46 号 

(設置) 

第 1 条　成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第 29 号。

以下「法」という。)第 14 条第 2項の規定に基づき，本市の区域における成年

後見制度の利用の促進に関し調査審議するため，取手市成年後見制度利用促進

審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2条　審議会は，次に掲げる事項について調査審議する。 

(1)　成年後見制度の利用の促進に関すること。 

(2)　法第 2条第 3項に規定する成年後見等実施機関の設立等に係る支援に

関すること。 

(3)　法第 14 条第 1 項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策

についての基本的な計画に関すること。 

(組織) 

第 3条　審議会は，委員 15 人以内をもって組織する。 

2　委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

(1)　法律に関し優れた識見を有する者 

(2)　医療又は福祉に関し優れた識見を有する者 

(3)　成年後見制度に関し優れた識見を有する者 

(4)　関係行政機関の職員 

(5)　前各号に掲げる者のほか，市長が必要と認める者 

(任期) 

第 4条　委員の任期は，3年とする。ただし，委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

2　委員は，再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第 5条　審議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

2　会長は，審議会の会務を総理し，審議会を代表する。 

3　副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたとき

は，その職務を代理する。 

(会議) 

第 6条　審議会の会議(以下「会議」という。)は，会長が招集し，会長が会



29 

議の議長となる。ただし，委員の委嘱後最初に開かれる会議は，市長が招集す

る。 

2　会議は，委員の半数以上の者が出席しなければ，開くことができない。 

3　審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議

長の決するところによる。 

4　審議会は，審議のため必要があると認めるときは，委員以外の者の出席

を求め，説明若しくは意見を聴き，又は必要な資料の提出を求めることができ

る。 

(庶務) 

第 7条　審議会の庶務は，福祉部において処理する。 

(委任) 

第 8条　この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，

市長が規則で定める。 

付　則 

(施行期日) 

1　この条例は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正) 

2　取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(昭和 31 年条例第 59 号)の一部を次のように改正する 
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取手市成年後見制度利用促進審議会委員 

 

 

 
No 所属等 職種・役職等 氏名 備考

 
1 ふれあい通り法律事務所 弁護士 千葉　真理子 会 長

 
2 有川法律事務所 弁護士 有 川 　 保

 
3 うしく法律事務所 弁護士 倉 部 　 奈 々

 
4 戸村司法書士 司法書士 戸 村 　 勝 夫

 
5 土信田司法書士事務所 司法書士 土信田　和芳 副会長

 
6

相談とりで相談室 
行政書士山﨑ともこ事務所

行政書士 山 﨑 　 友 子

 
7 こもり社会福祉士事務所 社会福祉士 小 森 　 弘 道

 
8 茨城県精神保健福祉士会 精神保健福祉士 猪 瀬 　 厚

 
9 NPO 法人とりで市民後見の会 理事長 丸 山 　 忠 信

 
10 取手市社会福祉協議会

成年後見 
サポートセンター

安 田 　 理 恵

 
11

地域包括支援センター 
緑寿荘

主任介護支援専門員 吉 田 　 貴 子

 
12

取手市介護支援専門員 
連絡協議会会長

主任介護支援専門員 細 田 　 貴 士

 
13

介護老人福祉施設 
連絡協議会会長

特別養護老人ホーム 
水彩館

大兼久　つかね

 
14

取手北相馬保健医療センター 
医師会病院

医療相談員 吉 川 　 史 仁

 
15 消費生活センター 係長 大 手 　 明 子
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